
球磨郡公立多良木病院  

訪問リハビリテーション事業所 
 

 

 

 

 

 

 

 

こんなことに不安や希望はありませんか？ 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

訪問リハビリテーション 
リハビリスタッフがご自宅を訪問し、より自分らしい生活を送っていただけるようにリハビリを

行います。身の回りの動作の自立・趣味や生きがいをみつけることやご家族様への介護やリハビ

リの方法・住宅改修や福祉用具のアドバイスをさせていただきます。 

 

  

 自宅で生活している方の身体機能や住宅環境・ご家族の介助力は様々で一つとして同

じではありません 

・食事を自分で食べたい 

・トイレにひとりで行き

たい 

・こんな介助方法でい

いのかな？ 

・何か良い福祉用具は

ないのかな？ 

・趣味や生きがいがほし

い 

・買い物や散歩に行きた

い 

そこで 

・退院したばかりどうや

って生活したらいいの？ 

・最近、足腰が弱ったな 



ご利用までの流れ 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料金について 

○介護保険の場合  ※介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額 

 

 

 

 

○医療保険の場合  在宅患者訪問リハビリテーション料：300単位（20分） 

 

現在の空き状況（平成２８年８月１日現在） 

現在、火曜日の１５時に空きがございます。 

お時間やお日にちの変更などもお気軽にご相談下さい。 

 

お問い合わせ 

球磨郡公立多良木病院 リハビリテーション部（西本） 

電話：0966‐42‐2560（内線 116） 

受付時間：9:00～17:15   

受付日：月曜～金曜日（祝祭日・年末年始休） 

要介護の方 

訪問リハビリテーション費：302単位（20分） 

サービス提供体制強化加算：6単位（1単位につき） 

短期集中リハビリテーション：200単位 

実施加算（退院・退所日より 3か月間、週 2回以上） 

リハビリテーションマネジメント加算Ⅰ：60単位 

 

要支援の方 

介護予防訪問リハビリテーション費：302単位（20分） 

サービス提供体制強化加算：  6単位（1単位につき） 

短期集中リハビリテーション：200単位 

実施加算：（退院・退所日より 3か月間、週 2回以上） 

医療保険をご利用の方 

主治医へご相談下さい 

          

当院へ依頼があります 

     

医師が指示書を交付します 

        

ご利用者と相談し、サービスの日程を決定

します 

        

訪問リハビリ開始 

※在宅で療養を行い、通院が困難な方 

※1か月に 1回は診察が必要です 


